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私たちＪＲ東労組ステーションサービス協議会は、本日、ＪＲ東日本ステーションサービ

ス会社より「人事・賃金制度の改正に伴う試験制度の概要について」提案を受けました。    

私たちは、会社に申３号「人事・賃金制度の改正に関する解明申入れ」を行い、1 月１８

日、２４日の２日間で団体交渉を行いました。今提案は、解明交渉の中で不明確なことが明

らかになった事柄です。 

「試験制度の概要」を含め、申３号の解明要求で明らかになった内容を全組合員で議論を

深め、第二次解明に向けて職場からのたたかいを強化し、「格差・差別」のない働きがいのあ

る人事・賃金制度をつくりあげよう！ 

提案内容の特徴点は以下の通りです。 
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